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規 則

高知県自動車運転免許試験場使用料徴収条例施行規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第19号

高知県自動車運転免許試験場使用料徴収条例施行規則の

一部を改正する規則

高知県自動車運転免許試験場使用料徴収条例施行規則（昭和44

年高知県規則第52号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「基づき、」を「基づき、条例の施行に関し」に改め

る。

第 2条（見出しを含む。）中「使用許可」を「使用の許可」に

改める。

第 4条の見出し中「練習車」を「運転練習をする自動車」に改

め、同条中「において運転練習に使用する自動車は、」を「を使

用して運転練習をする自動車は、道路交通法施行規則（昭和35年

総理府令第60号）第24条第 7項の規定により」に改め、「（道路

交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第24条第 6項の規定

に基づき指定した自動車をいう。）」を削る。

第 5条を次のように改める。

（使用料の還付額）

第 5条　条例第 4条ただし書の規定に基づき使用料を還付すると

きの当該還付する額は、運転練習をする自動車 1台につき、使

用することができなかった時間10分当たり290円に消費税法

（昭和63年法律第108号）第29条に規定する消費税の税率を乗

じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例（昭和

33年高知県条例第 1号）第70条の 4に規定する地方消費税の税

率を乗じて得た地方消費税の額を290円に加えて得た額（当該

額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）

を、使用することができなかった時間（当該時間が10分未満で

あるとき又は当該時間に10分未満の端数があるときは、当該時

間又は当該端数を切り捨てて計算する。）に乗じて計算した額

とする。

別記様式を次のように改める。
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附　則

この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。

公営企業局管理規程

高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理規程

の一部を改正する規程を次のように定める。

平成26年 3月25日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局管理規程第 2号

高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管

理規程の一部を改正する規程

高知県電気事業有料駐車場及び工業用水道有料駐車場管理規程

（平成12年高知県企業局管理規程第 1号）の一部を次のように改

正する。

第 4 条中「条例別表」を「消費税法（昭和63年法律第108号）

第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該

消費税の額に高知県税条例（昭和33年高知県条例第 1号）第70条

の 4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を

加えることとなる条例別表」に改め、同条の表中「286円」を

「281円」に、「381円」を「372円」に、「477円」を「463円」

に、「572円」を「556円」に、「191円」を「190円」に改める。

附　則

この規程は、平成26年 4 月 1日から施行する。

教 育 委 員 会 規 則

高知県県立高校通学支援奨学金貸与条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成26年 3月25日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会規則第 2号

高知県県立高校通学支援奨学金貸与条例施行規則の一部

を改正する規則

高知県県立高校通学支援奨学金貸与条例施行規則（平成19年高

知県教育委員会規則第 8号）の一部を次のように改正する。

第 7条第 4項及び第 5項並びに第 9条中「不適当と」を「不適

当であると」に改める。

第22条を削り、第23条を第22条とする。

附　則

この規則は、平成26年 4 月 1日から施行する。
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